
令和元年第 4回 (12月 )上越市議会定例会

農政建設常任委員会資料

案 件 番 号 案 件 名 提 出 課 ページ

報告第 2号 専決処分 した事件の承認について (令和元

年度上越市一般会計補正予算 (専第 1号 ))
農林水産整備課 1～4

議案第 154号
上越市農業委員会の委員及び農地利用最

適化推進委員の定数に関す る条例の一部

改正について 農業委員会事務

局

5

議案第 155号 上越市農業委員会の部会の設置及び委員

定数条例の一部改正について
6～ 7

議案第 175号 上越市農業研修センター芙蓉荘条例の一

部改正について

農村振興課

8

議案第 176号 上越市ファームセンター条例の一部改正

について
9

議案第 177号 上越市ラーバ ンセンター条例の一部改正

について
10

議案第 178号 上越市 リフレッシュビレッジ施設条例の

一部改正について
11

議案第 179号 上越市大島ゆきわ り荘条例の一部改正 に

ついて
12

議案第 180号 上越市 くびき食彩工房条例 の一部改正 に

ついて
13-14

議案第 181号 上越市ろばた館条例の一部改正について 15-16

議案第 182号 上越市農村地区多 目的集会所条例の一部

改正について
17-22

議案第 183号 上越市海洋フィッシングセンター条例の

一部改正について

農林水産整備課

23

議案第 184号 上越市南葉高原 キャンプ場条例の一部改

正について
24-25

議案第 185号 上越市菖蒲高原緑地休養広場条例の一部

改正について
26-29

議案第 186号 上越市清里活性化交流施設条例の一部改

正について
30

議案第 134号 令和元年度上越市一般会計補正予算 (第 4

号 )

農村振興課ほか 31-33

農林水産部





所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 報告第 2号

提  出  課 農林水産整備課

歳出科 目 (P152～ P153) 11款 1項 1目 農地、農業用施設災害復旧費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

農地、農業用施設災害復旧費 28,167 492,100 520,267

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

分担金及び負担金

一般財源

42,560

449,540

委託料

工事請負費

66,500

425,600

【補正理由】

台風 19号の大雨により被災した農地、農業用施設の迅速な復旧に向け、必要となる経費

を増額したもの (10月 23日 専決補正)

【補正内容】

○被災箇所数

区 分 合併前上越市 安塚区 浦サ|1原区 大島区 牧  区 柿崎区 吉川区

農 地 21 2 11 47 4 0

農 道 28 16 4 14 13 0 1

用排水路等 24 10 2 8 39 6 3

合 計 63 47 8 33 99 10 4

区 分 中郷区 板倉区 清里区 三和 区 名立区 合 計

農 地 48 36 18 0 19 217

農 道 1 20 5 1 25 128

用排水路等 6 32 5 1 33 169

合 計 55 88 28 2 77 514

(財源内訳)

項   目 補正前 補正額 補正後

分担金及び

負担金

農地、農業用施設災害復旧

事業分担金
2,429 42,560 44,989

般財源 21,868 449,540 471,408

合 計 24,297 492,100 516,397

■



(歳出)

○被災状況写真

農地の被災状況

(中郷区片貝地内)

農道の被災状況

(名 立区平谷地内)

用排水路の被災状況

(牧区棚広地内)

項   目 補正前 補正額 補正後

委託料 測量設計委託料 (公共災害分) 0 66,500 66 500

工事請負費 災害復旧工事 (小規模災害分) 24,297 425 600 449 897

合 計 24,297 492,100 516,397
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提  出  課 農林水産整備課

歳出科 目 (P152～ P153) 11款 1項 2目 林業用施設災害復旧費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

林業用施設災害復旧費 5,000 96,420 101,420

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 96,420 委託料

工事請負費

33,000

63,420

【補正理由】

台風 19号の大雨により被災した林業用施設の迅速な復旧に向け、必要となる経費を増額

したもの (10月 23日 専決補正)

【補正内容】

○被災箇所数

区 分 合併前上越市 安塚区 大島区 牧  区 柿崎区 頸城区 吉川区

林  道 24 9 13 3 1 1 2

区 分 中郷区 板倉区 清里区 三和 区 名立区 合  計

林 道 9 18 13 2 19 114

(財源内訳 )

(歳出)

項   目 補正前 補正額 補正後

一般財源 5,000 96,420 101,420

項   目 補正前 補正額 補正後

委託料 測量設計委託料 (公共災害分) 0 33,000 83,000

工事請負費 災害復旧工事 (小規模災害分) 5,000 63,420 68,420

合 計 5 000 96,420 101,420
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○被災状況写真

林道中ノ俣線の被災状況

(上越市大字中ノ俣地内)

林道丈ヶ山線の被災状況

(板倉区東山寺地内)

林道菖蒲線の被災状況

(大島区菖蒲地内)
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 154号

提  出  課 農業委員会事務局

上越市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の
定数に関する条例の一部改正について

1 改正理由

令和 2年 4月 の農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選に当た り、改正農業委

員会法の下での実績を踏まえた上で農業委員会の体制を見直す こととし、農地利用最

適化推進萎員の定数を変更するもの

2 改正内容

(1)農地利用最適化推進委員の定数を 「48人」から「86人」に変更する。 (第 3

条関係 )

121 農地利用最適化推進委員の委嘱に関 し必要な準備行為は、この条例の施行前にお

いても行 うことができることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

令和 2年 4月 29日 。ただ し、 212)の 改正は、公布の 日

4 上越市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関す る条例改正案新

旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(推進委員の定数 )

第 3条  農地利用最適化推進委員の定数は、

86人 とする。

(推進委員の定数)      |
第 3条 農地利用最適化推進委員の定数は、

48人 とする。
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 155号

提  出  課 農業委員会事務局

上越市農業委員会の部会の設置及び委員定数条例
の一部改正について

1 改正理由

令和 2年 4月 の農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選に当た り、改正農業委

員会法の下での実績を踏まえた上で農業委員会の体制を見直す こととし、部会を整理

した上で新たに農政部会を設置するもの

2 主な改正内容

(1)農業委員会に新たに農政部会を設置することとする。 (第 4条関係 )

121 農政部会の所掌事務は、次のとお りとする。 (第 4条関係 )

ア 農作業労賃及び農業用機械利用料金の参考額に関すること。

イ 参考賃借料の額に関すること。

ウ 農業者等 との意見交換会に関すること。

工 関係行政機関等に提出する意見に関すること。

オ その他農政都会長が必要 と認めること。

13)農政部会の委員の定数は、おおむね 16人 とする。 (第 5条関係 )

14)農政都会の設置に関 し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行 うこと

ができることとする。 (附則第 2項関係 )

15)そ の他文言を整備する。

3 施行期 日

令和 2年 4月 29日 。ただ し、 214)の 改正は、公布の日

4 上越市農業委員会の部会の設置及び委員定数条例改正木安新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(農地部会の委員の定数 )

第 3条 略

(農政部会の設置 )

第 4条 第 2条第 1項に規 定す る農地部 会 の

ほか、農政部会 を置 く6

2 農政部会の所掌事務 は、次 の とお りとす

る。

(1)農 作業 労賃及 び農業用機械利用料金 の

参考額 に関す る こ とハ

(21 参考賃借 料 の額 に関す るこ と6

(勧  農業者等 との意 見′交 換 会 に 関 す る こ

と。

儡)関 係行政機 関等に提出する意見に関す

( 委員の定数 )

第 3条 略
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改  正  案 改  正  前

ること。

(51 その他農政部会長 が必要 と認 め るこ

と。

(農政部会の委員の定数 )

(追加 )

第 5条  農政部会の委員の定数は、おおむね

16人 とする。 (追加 )
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 175号

提  出  課 農村振興課

お、よ う

上越市農業研修センター芙蓉荘条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

施設名
施設使用料 (1時間につき)

改定後 現 行

第 1研修室 110円 100円

第 2研修室 110円 100円

第 3研修室 170円 160円

第 4研修室 210円 200円

第 5研修室 210円 200円

第 6研修室 670円 650円

生活改善実習室 170円 160円

(2)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4
ふ よ う

上越市農業研修センター芙蓉荘条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 8条関係 )

施設名
施設使用料 (1時間

につき)

第 1研修室 110円

第 2研修室 110円

第 3研修室 170円

第 4研修室 210円

第 5研修室 210円

第 6研修室 670円

生活改善実習室 170円

備考 略

別表 (第 8条関係 )

施設名
施設使用料 (1時間

につき)

第 1研修室 100円

第 2研修室 100円

第 3研修室 160円

第 4研修室 200円

第 5研修室 200円

第 6研修室 650円

生活改善実習室 160円

備考 略
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 176号

提  出  課 農村振興課

上越市ファームセンター条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現  行

多 目的ホール 630円 600円

調理実習室 390円 380円

農事研修室 350円 340円

第 1会議室 260円 250円

第 2会議室 260円 250円

クラブ室 120円 100円

工作室 120円 100円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市ファームセンター条例改正案新旧姑照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 7条関係 )

施設名 使用料 (1時間につき)

多 目的ホール 630円

調理実習室 390円

農事研修室 350円

第 1会議室 260円

第 2会議室 260円

クラブ室 120円
工作室 120円

備考 略

別表 (第 7条 関係 )

施設名 使用料 (1時間につき)

多 目的ホール 600円

調理実習室 380円

農事研修室 340円

第 1会議室 250円

第 2会議室 250円

ク ラブ室 100円

工作室 100円

備考 略

9



所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 177号

提  出  課 農村振興課

上越市ラーバンセンター条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現  行

多 目的ホール 620円 510円

第 1研修室 350円 290円

第 2研修室 240円 200円

第 3研修室 200円 160円

第 4研修室 630円 520円

調理実習室 300円 250円

工作室 120円 100円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布 の 日

4 上越市ラーバンセンター条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 8条関係 )

施設名 使用料 (1時間につき)

多 目的ホール 620円

第 1研修室 350円

第 2研修室 240円

第 3研修室 200円

第 4研修室 630円

調理実習室 300円

工作室 120円

備考 略

別表 (第 8条関係 )

備考 略

施設名 使用料 (1時間につき )

多 目的ホール 510円

第 1研修室 290円

第 2研修室 200円

第 3研修室 160円

第 4研修室 520円

調理実習室 250円

工作室 100円

― ■0 -



所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 178号

提  1出  課 農村振興課

上越市 リフレッシュビレッジ施設条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の使用料を次のように改定する。 (別表第 1関係 )

施設名
使用料 (1室 1時間につき)

改定後 現 行

正善寺工房 農林産物加工体験施設 1,200円 1,000円

12)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市 リフレッシュビレッジ施設条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表第 1(第 15条関係 )

備考 略

施設名
使用料 (1室 1

時間につき)

正 善 寺

工房

農林産物加

工体験施設
1,200円

別表第 1(第 15条関係 )

備考 略

施設名
使用料 (1室 1

時間につき)

正 善 寺

工房

農林産物加

工体験施設
1,000円

― ■■ ―



所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 179号

提  出  課 農村振興課

上越市大島ゆきわ り荘条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現 行

多 目的ホール 580円 560円

研修室 350円 340円

調理室 120円 100円

加工体験室 230円 190円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市大島ゆきわ り荘条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 10条関係 )

備考 略

施設名 使用料 (1時間につき)

多目的ホール 580円

研修室 350円

調理 室 120円

加工体験室 230円

別表 (第 10条関係 )

備考 略

施設名 使用料 (1時間につき)

多 目的ホール 560円

研修室 340円

調理室 100円

加工体験室 190円
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 180号

提  出  課 農村振興課

上越市 くびき食彩工房条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

施設名等 単位
上限額

改定後 現 行

農 産 物 加

工体験室

みそ加工

大 豆 及 び 米

の同時力日工

30kgま
で ごとの 1

工程につき

1 650

円

1 500
円

麹 又 は 豆 煮

の い ず れ か

の加工

1工程につ

き

1 200
円

1 000
円

その他力日工

1時 間につ

き

300円 250円

真空パ ック 360円 300円

製粉 360円 300円

交流室 290円 240円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市 くびき食彩工房条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 15条関係 )

農産

物加

工体

験室

み

そ

加

工

大 豆 及

び 米 の

F]円寺力日

工

30kg ま

で ご と

の 1工

程 に つ

き

1,650

円

施設名等 単位 上限額

別表 (第 15条関係 )

み

そ

加

工

農産

物加

工体

験室

大 豆 及

び 米 の

同 時 加

工

30kg ま

で ご と

の 1工

程 に つ

き

1,500

円

施設名等 単位 上限額
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麹 又 は

豆 煮 の

い ず れ

か の 加

工

1工程

につき

1,200

円

その他加工

1時間

につき

300円

真空パ ック 360円

製粉 360円

交流室 290円

備考 略

麹 又 は

豆 煮 の

い ず れ

か の 加

工

1工程

につき

1,000

円

その他加工

1時間

につき

250円

真空パ ック 300円

製粉 300円

交流室 240円

備考 略
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 181号

提  出  課 農村振興課

上越市ろばた館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の使用料を次のように改定する。 (別表第 1関係 )

施設名等 単位
使用料

改定後 現 行

浴 室

中学生以上

1人 につき

450円 400円

小学生 300円 250円

3歳以上の未就学児 160円 150円

会議室

1時間につき

590円 570円

研修室 160円 150円

生活実習室 380円 370円

生きがい創造室 24p円 230円

121 回数利用券の料金を次のように改定する。 (別表第 2関係 )

13)但 )の改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

14)(2)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後に発行する回数利用券について適用 し、同 日

前に発行 された回数利用券については、なお従前の例によることとする。 (附則第

3項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

区分 単位
料金

改定後 現 行

中学生以上

12枚つづ り

4, 7・ 00円 4,200円

小学生 3 100円 2 600円

3歳以上の未就学児 1 600円 1 600円
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4 上越市ろばた館条例改正案新 旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表第 1(第 9条関係 )

備考 略

別表第 2(第 9条関係 )

施設名等 単位 使用料

浴 室

中 学 生 以

上

1人につ き

450円

小学生 300円

3歳以上の

未就学児
160円

会議室

1時間につ

き

590円

研修室 160円

生活実習室 380円

生きがい創造室 240円

区分 単位 料金

中学生以上

12枚つづ り

4,700円

小学生 3,100円

3歳以上 の未

就学児
1,600円

別表第 1(第 9条関係 )

備考 略

別表第 2(第 9条関係 )

施設名等 単位 使用料

浴 室

中 学 生 以

上

1人につき

400円

小学生 250円

3歳以上の

未就学児
150円

会議室

1時間につ

き

570円

研修室 150円

生活実習室 370円

生きがい創造室 230円

区分 単位 料金

中学生以上

12枚つづ り

卿

小学生 2,600円

3歳 以上の未

就学児
1,600円
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 182号

提   出  課 農村振興課

上越市農村地区多目的集会所条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額及び利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表第 2関係 )

研修室

― ■7 -

上限額 (1時間につき)

施設名
改定後 現  行

調理実習室 110円 100円

創作室 110円 100円

囲炉裏室 110円 100円

大会議室 280円 260円

中ノ俣地区多 目的研修センター

小会議室 110円 100円

和 室 230円 230円

多 目的ホール 470円 470円
高住多 目的研修センター

多 目的ホール 480円 470円

第 1会議室 110円 100円岩木多 目的研修センター

第 2会議室 110円 100円

和 室 110円 100円

多 目的室 220円 190円

調理実習室 120円 100円

田園多 目的研修センター

大集会室 560円 510円

小集会室 240円 230円

調理実習室 120円 100円
大島生活改善センター

会議室 180円 120円

会議室 200円 190円

研修室 210円 190円

調理実習室 140円 120円
大島旭農村環境改善センター

多 目的ホール 630円 610円

調理実習室 130円 120円

会議室 110円 100円菖蒲農村環境改善センター

210円 190円



多 目的ホール 410円 400円

大島若者交流会館

研修室 180円 160円

会議室 280円 260円

調理実習室 120円 100円

多 目的ホール 550円 540円

越柳地区研修センター
会議室 160円 160円

多 目的室 100円 100円

三和北都地区農業振興センター
会議室 230円 230円

多 目的室 100円 100円

12)施設の使用料を次のように改定する。 (別表第 3関係 )

会議室
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使用料 (1時間につき)

施設名
改定後 現 行

調理実習室 110円 100円

創作室 110円 100円

第 1集会室 110円 100円

第 2集会室 180円 160円

会議室 130円 120円

談話室 110円 100円

桑取地区多 目的研修センター

研修室 110円 100円

調理実習室 110円 100円

会議室 120円 100円

創作室 130円 120円
新道地区多 目的研修センター

多 目的ホール 490円 440円

大会議室 400円 370円

小会議室 110円 100円

調理実習室 110円 100円

創作室 110円 100円

谷浜地区多 目的研修センター

研修室 110円 100円

研修室 110円 100円

創作室 110円 100円

農産加工室 110円 100円

調理実習室 120円 100円

共同学習室 110円 100円

和田地区多 目的研修センター

多 目的室 310円 260円

多 目的室 330円 300円
高士地区多 目的研修センター

110円 100円



調理実習室 110円 100円

横住総合交流促進センター

大会議室 510円 470円

小会議室 110円 100円

第 1集会室 110円 100円

第 2集会室 110円 100円

調理実習室 110円 100円

農産加工室 110円 100円

創作室 110円 100円

浦川原里山地域活性化センター

和 室 140円 120円

研修室 260円 230円

調理実習室 190円 160円

多 目的室 420円 400円

屋外 多 目的ス

ペ ー ス
90円 80円

大出口荘

調理実習室 100円 100円

大会議室 190円 190円

小会議室 100円 100円

吉川旭地区農業拠点センター

談話室 110円 100円

調理実習室 110円 100円

集会室 110円 100円

和 室 110円 100円

研修室 420円 370円

円田荘

和 室 140円 120円

調理実習室 110円 100円

多 目的ホール 270円 230円

大会議室 310円 260円

小会議室 130円 120円

131(1)及 び121の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用

については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日
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改  正  案 改  正  前

別表第 2(第 3条、第 14条関係 )

160円

施設名

上限額

(1時間に

つき)

調理実習室 110円

創作室 110円

110円囲炉裏室

280円大会議室

中 ノ 俣 地 区

多 目的 研 修

セ ンター

小会議室 110円

和 室 230円高 住 多 目的

研 修 セ ン タ 多 目的 ホー

ル
470円

多 目的 ホ ー

ル
480円

第 1会議室 110円

第 2会議室 110円

岩木 多 目的

研 修 セ ンタ

110円和 室

220円多 目的室

田園 多 目的

研 修 セ ン タ

調理実習室 120円

大集会室 560円

小集会室 240円

調理実習室 120円

130円

大 島 生 活 改

善センター

会議室

会議室 200円

研修室 210円

調理実習室 140円

大 島 旭 農 村

環 境 改 善 セ

ンター 多 目的 ホ ー

ル
630円

調理実習室 130円

会議室 110円

研修室 210円

多 目的 ホー

ル
410円

菖 蒲 農 村 環

境 改 善 セ ン

ター

研修室 180円

280円会議室

120円調理実習室

多 目的 ホー

ル
550円

大 島若 者 交

流会館

越柳地区研 会議室

別表第 2(第 3条、第 14条関係 )

越柳地区研

施設名

上限額

(1時間に

つき)

100円調理実習室

創作室 100円

囲炉裏室 100円

大会議室 260円

小会議室 100円

中 ノ俣 地 区

多 目的研 修

センター

和 室 230円

470円

高 住 多 目的

研 修 セ ン タ 多 目的 ホ ー

ル

多 目的 ホ ー

ル
470円

100円第 1会議室

岩 木 多 目的

研 修 セ ン タ

第 2会議室 100円

和 室 100円

多 目的室 190円

田園 多 目的

研 修 セ ン タ

調理実習室 100円

510円大集会室

小集会室 230円

調理実習室 100円

大 島 生 活 改

善センター

会議室 120円

会議室 190円

研修室 190円

調理実習室 120円

多 目的 ホ ー

ル
610円

大 島旭 農 村

乗 境 改 善 セ

ンター

調理実習室 120円

会議室 100円

研修室 190円

菖 蒲 農 村 環

境 改 善 セ ン

ター 多 目的 ホー

ル
400円

研修室 160円

会議室 260円

調理実習室 100円
大 島若 者 交

流会館
多 目的 ホ ー

ル
540円

会議室 160円

4 上越市農村地区多 目的集会所条例改正案新 旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )
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改  正  案 改  正  前

多目的室 100円

三 和 北 部 地

区農 業 振 興

センター

会議室 230円

多 目的室 100円

修センター

備考 略

別表第 3(第 14条関係 )

横 住 総 合 交

流 促 進 セ ン

ター

施設名

使用料

(1日寺間イこ

つき)

調理実習室 110円

創作室 HO円

第 1集会室 ■ 0円

第 2集会室 180円

会議室 130円

談話室 110円

桑 取 地 区 多

目的 研 修 セ

ンター

研修室 110円

調理実習室 110円

会議室 120円

創作室 130円

新 道 地 区 多

目的 研 修 セ

ンター 多 目的 ホー

ル
490円

大会議室 400円

小会議室 HO円

調理実習室 HO円

創作室 110円

谷 浜 地 区多

目的 研 修 セ

ンター

研修室 110円

研修室 110円

創作室 110円

農産加工室 110円

調理実習室 120円

共同学習室 HO円

和 田地 区 多

目的 研 修 セ

ンター

多 目的室 310円

多目的室 330円

会議室 110円

高 士 地 区 多

目的 研 修 セ

ンター 調理実習室 110円

大会議室 510円

HO円小会議室

第 1集会室 110円

第 2集会室 110円

調理実習室 110円

農産加工室 110円

創作室 HO円

修セ ンター

備考 略

別表第 3(第 14条関係 )

横 住 総 合 交

流 促 進 セ ン

ター

多 目的室 100円

三 和 北 部 地

区農 業 振 興

センター

会議室 230円

多 目的室 100円

施設名

使用料

(1時間に

つき)

調理実習室 100円

創作室 100円

第 1集会室 100円

第 2集会室 160円

会議室 120円

談話室 100円

桑 取 地 区 多

目的研 修 セ

ンター

研修室 100円

調理実習室 100円

会議室 100円

創作室 120円

新 道 地 区 多

目的研 修 セ

ンター 多 目的 ホ ー

ル
440円

大会議室 370円

小会議室 100円

調理実習室 100円

創作室 100円

谷 浜 地 区 多

目的 研 修 セ

ンター

研修室 100円

研修室 100円

創作室 100円

農産加工室 100円

調理実習室 100円

共同学習室 100円

和 田地 区 多

目的研 修 セ

ンター

多 目的室 260円

多 目的室 300円

会議室 100円

高 士 地 区 多

目的研 修 セ

ンター 調理実習室 100円

大会議室 470円

小会議室 100円

第 1集会室 100円

第 2集会室 100円

調理実習室 100円

農産加工室 100円

創作室 100円
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改  正  案 改  正  前

浦 川 原 里 山

地 域 活 性 化

センター

和 室 140円

研修室 260円

調理実習室 190円

多目的室 420円

屋外 多 目的

ス ペ ー ス
90円

大出日荘

調理実習室 100円

大会議室 190円

小会議室 100円

吉 川 旭 地 区

農 業 拠 点 セ

ンター

談話室 110円

調理実習室 110円

集会室 110円

和 室 HO円

研修室 420円

円田荘

和 室 140円

調理実習室 110円

多 目的ホー

ル
270円

大会議室 310円

小会議室 130円

備考 略 備考 略

浦 川 原 里 山

地 域 活 性 化

センター

和 室 120円

研修室 230円

調理実習室 160円

多 目的室 400円

屋 外 多 目的

ス ペ ー ス
80円

大出口荘

調理実習室 100円

大会議室 190円

小会議室 100円

吉 川 旭 地 区

農 業 拠 点 セ

ンター

談話室 100円

調理実習室 100円

集会室 100円

和室 100円

研修室 370円

円田荘

和 室 120円

調理実習室 100円

多 目的ホー

ル
230円

大会議室 260円

小会議室 120円
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 183号

提  出  課 農林水産整備課

上越市海洋フィッシングセンター条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

利用区分 単位
上限額

改定後 現  行

センターの利用者 1人 160円 150円

貸 ざおの利用者 1本 210円 200円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市海洋フィッシングセンター条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 14条関係 )

備考 略

利用区分 上限額 摘 要

セ ン タ ー

の利用者
1人 160

釣 つ た 魚

類 は 、 利

用者 に帰

属する。

貸 ざ お の

利用者
1本 210円

別表 (第 14条関係 )

備考 略

利用区分 上限額 摘 要

セ ン タ ー

の利用者
1人 150

釣 つた魚

類 イま、 不可

用者 に帰

属する。

貸 ざお の

利用者
1本 200
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 184号

提   出  課 農林水産整備課

上越市南葉高原キヤンプ場条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設等の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

施設の

名称
単位

上限額

改定後 現  行

日帰 り 宿  泊 日帰 り 宿  泊

学 習 ・ 休

憩棟
全館 6,600円

13, 200
円

6 000円
12,000

円

バ ンガ ロ
1棟 760円1 5 000円 600円1 4,700円

テ ン トサ

イ ト

1張

分
480円 840円 400円 700円

テ ニ ス コ

ー ト
1面 2時間につき 510円 2時間につき 500円

附属設備 単位
上限額

改定後 現  行

テン ト
4人用 1張 1回 (9:00～

翌 日の 9:00)

810円 300円

6人用 510円 500円

(2)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の日
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4 上越市南葉高原キャンプ場条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

丹ll 11 14

附属設備 単位 上限額

4人用 1張 1回

(9:00～ 翌

日の 9:00)

310円

テン ト
6人用 510円

備考 略

施設の

名称
単位

上限額

日帰 り 宿 泊

南 葉 山

荘
全館 6,000円 15,000円

学習・体

憩棟
全館 6,600円 13,200円

バ ン ガ

ロ ー

1棟 1,760円 5,000円

テ ン ト

サイ ト

1 張

分
480円 840円

テ ニ ス

コー ト
1面 2時間につ き 510円

備 略

附属設備 単位 上限額

4人用 300円

テン ト
6人用

1張 1回

(9:00～ 翌

日の 9:00)
500円

施設の

名称
単位

上限額

日帰 り 宿 泊

南 葉 山

荘
全館 6,000円 15,000円

学習・休

憩棟
全館 6,000円 12,000円

バ ン ガ

ロ ー

1棟 1,600円 4,700円

テ ン ト

サイ ト

1 張

分
400円 700円

テ ニ ス

コー ト
1面 2時間につ き 500円

11 14 関係 )男可
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 185号

提  出  課 農林水産整備課

上越市菖蒲高原緑地休養広場条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

上限額
区分 単位

改定後 現  行

9人
用

禾J用 人数に 1, 530
円を乗 じて得 た額 に

12, 230円 を加算

した額

不可用人数イこ1, 500
円 を乗 じて得 た額 に

12, 000円 を加算

した額

6人
用

1棟
1泊

につ

き

不U用 人数イこ1, 530
円を乗 じて得 た額 に

8, 150円 を力日算 し

た額

不可用人数 1こ 1, 500
円 を乗 じて得 た額 に

8, 000円 を力日算 し

た額

宿 泊

利用

9人
用

12,230円 000円1 2,
日帰

り利

用
6 人

用

日帰

り利

用 1

回 に

つ き

8 150円 000円8

バ ス

タイ

プ

9 人

用

不U用 人数 1こ と, 580
円を乗 じて得 た額 に

9, 170円 を力日算 し

た額

不可用人数 1こ 1, 5 00
円 を乗 じて得 た額 に

9, 000円 を力日算 し

た額宿 泊

利用
6人
用

1棟
1泊

につ

き

利用人数 1こ 1, 530
円 を乗 じて得 た額 に

6, 120円 を加算 し

た額

禾町用人数イこ1, 500
円を乗 じて得 た額 に

6, 000円 を力日算 し

た額

9 人

用
9,170円 000円9

000円6

コ  ァ

ージ

シ ャ

ワ ー

タイ

プ

日帰

り利

用
6 人

用

日帰

り利

用 1

回 に

つ き

6,120円

530円1 500円1
1人 か ら 10人 ま

でヤ

プ

キ

ン

場
11人 か ら20人
まで

1泊

又 は

日帰

り利

用 1

- 26 -
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回 に

つき

21人 か ら30人
まで

2,550円 2 500円

31人 か ら50人
まで

3 570円 3,500円

51人 か ら 100
人まで

5,610円 5,500円

101人 以上 7 130円 7 000円

テン ト設営

1張
1泊

につ

き

l 020円 1 000円

野外ステージ 4時
間 ご

と

2,040円 2,000円

ゲス トハウス 1 020円 1 000円

121 国民の祝 日に関する法律に規定する休 日の前 日、金曜 日又は土曜 日においてコテ

ージの宿泊利用をする場合、この表に定める上限額に加える額を 3, 000円 か ら

3, 060円 に改める。 (別表関係 )

13)車を乗 り入れてキャンプ場を利用す る場合、この表に定める上限額に乗 り入れた

車 1台 につき加 える額を 1, 000円 から1, 020円 に改める。 (別表関係 )

(4)附属設備の利用料金の上限額を次のように改定す る。 (別表関係 )

附属設備 単位
上限額

改定後 現 行

野外ステージ用音響機材
4時 間

ごと
2,040円 2 000円

貸 しテン ト 1泊 又

イま日サ予

り利 用

1回 に

つき

1 020円 1 000円

毛布 310円 300円

ランタン 510円 500円

炊飯用具 720円 700円

151(1)か ら14)ま での改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の

利用については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

- 27 -



4 上越市菖蒲高原緑地休養広場条例改正案新旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

区分 単位 上限額

９

人

用

利 用 人 数 に

1,530円 を乗 じ

て 得 た 額 に

12,230円 を加

算 した額
宿

泊

利

用
６

人

用

1棟
1イ白

につ

き

利 用 人 数 に

1,530円 を乗 じ

て 得 た 額 に

8,150円 を加算

した額

９

人

用

12,230円

バ

ス

タ

イ

プ
日

帰

り

利

用

６

人

用

日帰

り不可

用 1

回に

つ き 8,150円

９

人

用

利 用 人 数 に

1,530円 を乗 じ

て 得 た 額 に

9,170円 を加算

した額

宿

泊

利

用
６

人

用

1棟
1泊

につ

き

利 用 人 数 に

1,530円 を乗 じ

て 得 た 額 に

6,120円 を加算

した額

９

人

用

9,170円

コ
　
テ

　

一
　

ヾン

シ

ヤ

ワ

一

タ

イ

プ

日

帰

り

利

用

６

人

用

日サ予

り不可

用 1

回に

つ き 6,120円

1人 か ら

10人 まで
1,530円

2,040円
11人 か ら

20人まで

21人 か ら

30人 まで
2,550円

別表 (第 15条関係 )

(1)施設の利用料金

キ

ヤ

ン

プ

場

1泊
又 は

日 帰

り利

用 1

回 に

つ き
31人 か ら

50人まで
3,570円

別表 (第 15条関係 )

(1)施設の利用料金

キ

ヤ

ン

プ

場

1泊
又 は

日 帰

り利

用 1

回 に

つ き
31人 か ら

50人 まで

区分 単位 上限額

９

人

用

利 用 人 数 に

1,500円 を乗 じ

て 得 た 額 に

12,000円 を加

算 した額
宿

泊

利

用
６

人

用

1棟
1泊

につ

き

利 用 人 数 に

1,500円 を乗 じ

て 得 た 額 に

8,000円 を加算

した額

９

人

用

12,000円

バ

ス

タ

イ

プ
日

帰

り

利

用

６

人

用

日帰

り不可

用 1

回に

つ き 8,000円

９

人

用

利 用 人 数 に

1,500円 を乗 じ

て 得 た 額 に

9,000円 を加算

した額

宿

泊

利

用
６

人

用

1棟
1イ白

につ

き

利 用 人 数 に

1,500円 を乗 じ

て 得 た 額 に

6,000円 を加算

した額

９

人

用

9,000円

コ
　
テ

　

一
　

ヾン

シ

ヤ

ワ

タ

イ

プ

日

帰

り

利

用

６

人

用

日サ吊

り不可

用 1

回に

つ き 6,000円

1人 か ら

10人 まで
1,500円

11人 か ら

20人まで
2,000円

21人 か ら

30人 まで
2,500円

3,500円
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51人 か ら

100人 まで
5,610円

101人 以上 7,130円

テン ト設営

1張
1泊
1こ つ

き

1,020円

野外 ステー ジ 4時
間 ご

と

2,040円

グス トハウス 1,020円

備 考

(2)

1 国民の祝 日に関す る法律 (昭 和 23

年法律第 178号 )に規定す る休 日の前

日、金曜 日又は土曜 日においてコテー

ジの宿泊利用をす る場合の上限額は、

この表に定める額に 3,060円 を加えた

額 とする。

2 略

3 車を乗 り入れてキャンプ場を利用す

る場合の上限額は、この表に定める額

に乗 り入れた車 1台につき 1,020円 を

加えた額 とする。

4及び 5 略

附属設備の利用料金

備考 略

附属設備 単位 上限額

野外ステージ用

音響機材
4時間 ご と 2,040円

貸 しテン ト
1泊 又は 日

帰 り利用 1

回につき

1,020円

毛 布 310円

ランタン 510円

炊飯用具 720円

51人 か ら

100人 まで
5,500円

101人以 上 7,000円

テン ト設営

1張
1泊
に つ

き

1,000円

野外 ステージ 4時

間 ご

と

2,000円

グス トハウス 1,000円

備考

1 国民の祝 日に関す る法律 (昭 和 23

年法律第 178号)に規定する休 日の前

日、金曜 日又は土曜 日においてコテー

ジの宿泊利用をす る場合の上限額は、

この表に定める額に 3,000円 を加 えた

額 とする。

2 略

3 車を乗 り入れてキャンプ場を利用す

る場合の上限額は、この表に定める額

に乗 り入れた車 1台 につき 1,000円 を

加えた額 とする。

4及び 5 略

(動 附属設備の利用料金

備考 略

附属設備 単位 上限額

野外ステージ用

音響機材
4時間ごと 2,000円

貸しテン ト
1泊又は 日

帰 り利用 1

回につき

1,000円

毛布 300円

ランタン 500円

炊飯用具 700円
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 186号

提  出  課 農林水産整備課

上越市清里活性化交流施設条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現  行

大会議室 1室につき 680円 1室 につき 560円

小会議室 1室につき 120円 1室 につき 100円

研修室 110円 100円

調理室 210円 200円

交流広場 510円 500円

(2)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の日

4 上越市清里活性化交流施設条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 10条関係 )

施設名 使用料 (1時間につき)

大会議室 1室につ き  680円

小会議室 1室 につき 120円
研修 室 110円

調理室 210円

交流広場 510円

備考 略

別表 (第 10条関係 )

備考 略

施設名 使用料 (1時間につき)

大会議室 1室 イこつき 560円
小会議室 1室につき 100円
研修室 100円

調理室 200円

交流広場 500円
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 134号

提  出  課 農村振興課

歳出科 目 (P30～ P81) 6款 1項 2日 農業総務費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

農林水産業融資支援事業 153 268 125 153,398

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 125 負担金補助及び交付金  125

【補正理由】

今夏の猛暑で水稲の品質が低下し、収入減少が見込まれる農業者の資金調達を支援する

ため、新潟県信用農業協同組合連合会及び日本政策金融公庫が実施する融資に対して、市

が利子補給等を行 うこととし、所要の経費を増額するもの

【補正内容】

(財源内訳)

項  目 補正前 補正額 補正後

一般財源 0 125 125

合 計 0 125 125

(歳出)

項  目 補正前 補正額 補正後

負担金補助

及び交付金

農業経営安定対策資金等利子補給

補助金
0 125 125

(債務負担行為)

事 項 期  間 限度額

農業経営安定対策資金等の利子補給補助金
令和元年度から

令和 3年度まで
1,659

- 3■  ―



【参考】

○制度資金の概要

制度 貸付利率 貸付限度額 貸付期間
利子補給後の

貸付金利

緊急農 業経営

安 定対策資金

(JAバ ンク

新潟)

1.3%
(融資後 2年間

は 」Aグルー

プ新潟による

年 1%の利子補

給あり)

2,000万円

(」 Aが算定 し

た収入減少 の

範囲内)

10年以内

(据置期間 2年
以内)

融資後 2年間無

利子

(利子補給率 :

年 0。 3%)

農林漁業セー

フテ ィネ ッ ト

資金 (日 本政策

金融公庫)

0.06%
※金利改定あり

600万 円

(簿記帳簿をし

ている場合、年

間経営費又は

粗収益の 6/12

に相 当す る額
のいずれ か低
い方)

10年以内

(据置期間 3年
以内)

融資後 2年間無

利子

(利子補給率 :

年 0.06%)

※ 貸付要件は、各資金によつて異なる。
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提  出  課 農政課

歳出科 目 (P30～ P31) 6款 1項 3日 農業振興費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

担い手育成確保支援事業 110,236 8,490 118,726

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

県支出金 8,490 負担金補助及び交付金

8,490

【補正理由】

農地中間管理機構を活用した農地の集積が進み、機構集積協力金が当初の見込みを上回

ることから、所要額を増額するもの

【補正内容】

○機構集積協力金  8,490
。地域集積協力金交付対象面積の増及び交付単価の見直しに伴う増

30,390

・経営転換協力金交付単価の見直し及び耕作者集積協力金の廃上に伴 う減

△ 21,900

(財源内訳 )

(歳 出)

項   目 補正前 補正額 補正後

県支出金 機構集積協力補助金 63,301 8,490 71,791

項   目 補正前 補正額 補正後

報酬 非常勤一般職報酬 309 0 309

共済費 社会保険料等 51 0 51

旅費 費用弁償 9 0 9

役務費 郵便料 39 0 39

負担金補助

及び交付金
機構集積協力金 62,899 8,490 71,388

合 計 63,301 8,490 71,791
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